
号

外

一�
平

成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
三

○
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

(

同

)

一
三

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

(

同

)

一
三

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一
三

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)
一
八

規

則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
七
号

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐

阜
県
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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(
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平
成
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十
年
十
二
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二
十
七
日
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70 67 58
70 66 59 21

70 67 58
70 66 60 22

70 67 58
70 66 60 22

67 59
70 66 61 23

68 59
70 67 61 23 22

68 59
70 67 61 24 23

68 60
70 67 61 24 24

68 60
71 67 62 25 25

68 60
71 68 62 26 26

68 61
71 68 62 27 27

69 61
68 62 28 28

69 61
68 63 29 29

69 65 62
69 63 30 29

69 66 62
69 63 31 30

69 66 62
69 63 30

69 66 63
69 64 31

70 66 63
69 58 31

70 66 63
69 58 32

70 67 57
69 59

｢
別
表
第
三
の
二
中

を

｣

｢
｢

に
、

｣

｢を

｣

に
、

｣

｢

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給

与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

以
下｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

及
び

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
号)

の
規
定
は
、

平
成
三
十
年
四
月
一
日(

以
下｢

適
用
日｣

と
い
う
。)

か
ら
適
用
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

適
用
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日(

次
項
に
お
い
て｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
規
則(

以
下｢

改
正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
よ
り
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
技
能
職
員
等
及
び
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
又
は
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の

あ
っ
た
技
能
職
員
等
の
う
ち
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ

る
号
給
に
達
し
な
い
も
の
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正

後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

施
行
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ

り
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
技
能
職
員
等
及
び
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
又

は
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
技
能
職
員
等
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

給
与
の
内
払)

４

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支

給
さ
れ
た
給
与(

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
九
号
。
以
下｢

平
成
二
十
七
年
改
正
規
則｣

と
い
う
。)

附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
料
を
含
む
。)

は
、
改
正

後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
給
与(

平
成
二
十
七
年
改
正
規
則
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ

る
給
料
を
含
む
。)

の
内
払
と
み
な
す
。

(

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
改
正)

５

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
八
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
八
条
第
一
項
中｢

三
人｣

を｢

四
人｣
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

及
び
農
政
部｣

を
削
り
、

｢

命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を｣

の
下
に｢

、
農
政
部
に
置
か
れ
る
次
長
の
う
ち
二
人
は
上
司
の
命
を
受
け
、

部
内
の
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
十
九
号

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を

定
め
る
規
則

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
条
例

第
五
十
七
号)

第
一
条
、
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
並
び
に
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の

施
行
期
日
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日
と
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
八
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日
と
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
中｢

配
偶
者｣

の
下
に｢(

婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)｣

を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
中｢

又
は
配
偶
者(

婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
な
い
旨｣

を
削
る
。

( ) 平成30年12月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13



第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

四
千
二
百
円｣

を

｢

四
千
四
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

二
万
円｣

を｢

二
万
千
円｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

七
千
二
百
円｣

を｢

七
千
四
百
円｣

に
改

め
、
同
項
第
四
号
中｢

五
千
九
百
円｣

を｢

六
千
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中｢

六
千
七
百
円｣

を｢

六
千
九
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

五
千
百
円｣

を｢

五
千
三
百
円｣

に
、｢

五
千
九
百

円｣

を｢

六
千
百
円｣
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中｢

五
千
三
百
円｣

を｢

五
千
五
百
円｣

に
改
め
、
同

条
第
三
項
中｢

の
各
号｣
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中｢

八
千
五
十
円｣

を｢

八
千
三
百
五
十
円｣

に
改

め
、
同
条
第
四
項
中｢

二
万
千
円｣

を｢

二
万
二
千
円｣

に
、｢

一
万
五
百
円｣

を｢

一
万
千
円｣

に

改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
十
一
第
一
項
中｢
に
規
定
す
る｣

を｢

の｣

に
、｢

施
設
と
は｣

を｢

施
設
は｣

に

改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

に
規
定
す
る｣
を｢

の｣

に
、｢

職
員
と
は｣

を｢

職
員
は｣

に
改
め
、
同

条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中｢

に
規
定
す
る｣

を｢

の｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

六
千
八

百
円｣

を｢

七
千
三
百
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中｢

三
千
三
百
円｣

を｢

三
千
五
百
五
十
円｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

二
千
九
百
円｣

を｢

三
千
百
円｣
に
改
め
、
同
号
ハ
中｢

二
千
円｣

を｢

二
千

百
五
十
円｣

に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
の
五
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
百
八
十｣

を｢
百
分
の
百
九
十｣

に
、｢

百
分
の
二
百
二

十｣

を｢

百
分
の
二
百
三
十｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
百
九
十｣

を｢

百
分
の
二
百｣

に
改
め
、

同
条
第
二
号
中｢

百
分
の
八
十
五｣

を｢

百
分
の
九
十
五｣

に
、｢
百
分
の
百
五｣

を｢

百
分
の
百
十

五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二(

備
考
を
除
く
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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55

55

55

55

56

50

50
49

51
50

51
50

52
50

52
51

53
51

53
51

53
52

53
52

54
52

54
53

54
53

54
53

58 58 54 59
63 59 56 61 54

58 58 54 59
63 60 56 61 54

58 58 55 59
63 60 56 62 54

59 59 55 60
64 60 56 62 55

59 59 55 60
61 57 62 55

59 54 59 56 60
61 57 62 55

60 53 54 59 56 60
61 57 63

60 54 55 56 61
61 57 63

60 54 55 57 61
61 57 53 63 58

61 54 56 57 61
61 57 54 63 58

61 55 56 57 62
62 58 54 64 58

61 55 57 57 62
62 58 54 59

61 55 57 57 62
62 58 54 59

61 56 57 57 63 57
62 58 55 59

62 56 58 57 63 58
62 58 55 60

62 56 58 58 63 58
62 58 55 60

62 57 58 58 58
63 55 60

62 57 59 58 58
63 56 61

62 57 59 58 54 59
63 56 61

附

則

(
施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
、
第
二
十
六
条

の
四
第
二
項
、
別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則(

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。)

に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員

の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

以
下｢

改
正
後
の
規
則｣

と

い
う
。)

第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
八
条
の
十
一
及
び
別

表
第
二
の
規
定
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
、
改
正
後
の
規
則
第
五
十
七
条
の
五
の
規
定
は
平
成

三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
職
員

の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
表
第
七
ハ
の
表
中

｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
ニ
の
表
中

｢を

｣
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55 51 63
47 55 50 57

55 52 63
55 50 58

55 52 63
55 51 58

56 52 63
55 51 59

53 63
51 59

46 53 46 58
52 45 60

46 53 46 59
52 46 60

47 53 47 60
52 46 61

47 53 47 61
53 46 61

48 53 48 6153 47 62
48 54 48 6153 47 62
49 54 49 6253 47 63

54 49 6253 48 63
54 49 6245 54 48
54 50

6346 54 48
54 50

6346 54 49
55 50

6346 54 49
55 51

6447 54 49
55 51

47 55 50

に
改
め
る
。

｣｢

別
表
第
七
ホ
の
表
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
へ
の
表
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣｢
｢

別
表
第
七
リ
の
表
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規

則(

以
下｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事

由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
改
正

前
の
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

以
下｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
よ

る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
新
規

則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事

由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員(

個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を

決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。)

の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と

の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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